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令和６年度 在宅介護支援センター訪問調査の結果報告について 

 

 

１．調査の概要 

 

（１）日程及び訪問先 

   合計 9か所を訪問 

7/１（月） 2か所 中山、湊町 

7/2（火） 2か所 夏見、薬円台 

7/3（水） 2か所 三咲、松が丘 

7/5（金） 2か所 高根・金杉、本町 

7/17（水） １か所 坪井 

 

（２）訪問者 

   地域包括ケア推進課及び直営地域包括支援センター職員より３～５名 

 

（３）主な調査内容 

   令和５年度の実績及び令和６年度の事業計画について 

   ＜評価の視点＞ 

①身近な相談窓口 

②地域のネットワーク構築 

③地域包括支援センターの協働機関 

 

 

２．訪問調査の結果について 

 

（１）身近な相談窓口 

 ①相談件数等について 

  ○在宅介護支援センター相談実績 

年度 R3 R4 R5 

在宅介護支援センター設置数（箇所） 16 15 15 

相談延べ件数（件） 16,427  17,106  17,353  

 

 

資料２ 
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  ○地域包括支援センター相談実績 

年度 R3 R4 R5 

地域包括支援センター設置数（箇所） 13 14 14 

相談延べ件数（件） 61,137   72,646 79,246 

 

令和４年４月１日より、宮本、市場、東船橋、東町、駿河台を担当していた宮本在宅介護

支援センターが、宮本・本町地域包括支援センターに機能強化されたため、在宅介護支援

センター（以下、「在支」という。）数としては減少となったが、在支全体の相談件数としては直

近３年間で増加傾向である。令和５年度は前年度と比較してやや増加となった。また、地域

包括支援センター（以下、「包括」という。）においては、令和５年度の全体の相談数は令和４

年度と比べて約 9％の増加となっている。1 在支あたりの年間平均相談件数は、Ｒ３：1026

件、Ｒ４：1140件、R５：1156件と増加傾向であり、包括においてもＲ３：4702件、Ｒ４：5189

件、Ｒ５：5660件と増加傾向である。 

相談者としては、本人または家族からのほか、民生委員が相談者として在支に情報提供

を行うことも多い。相談内容については、介護保険の申請やサービスの内容に関わる相談が

ほとんどであるが、虐待に関する相談を年間で数件受け付けている在支もある。また、金銭

問題・精神疾患・虐待など、複数の問題が複雑に絡み合っている家庭への対応は在支のみ

では難しく、包括に支援方針の相談をおこなったり、保健所やさーくるなどの他機関と連携を

行っている。 

 

②在宅介護支援教室 

  ○在宅介護支援教室開催実績 

年度 R3 R4 R5 

在宅介護支援センター設置数（箇所） 16 15 15 

在宅介護支援教室開催回数（回） 14  21 43 

 

在宅介護支援教室は、高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした

生活を送れるよう支援する観点から、市民を対象に開催する教室であり、各在支においては

年１回以上開催することとしている。 

その内容としては、高齢者を支援（介護）する家族等が適切な介護知識・技術を習得する

ことや、外部サービスの適切な利用方法を習得することにつながるものに加え、高齢者本人

がセルフマネジメントを行ううえで必要な知識等の習得につながるものについて情報提供及び

周知を図るものである。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度は在宅介護支援教室を通常通り開催

できた在支はほとんどなかった状況であるが、令和３年度、４年度と徐々に開催数が増え、令

和５年度においては 43 回の開催となった。開催状況には地域差があり、感染症蔓延前と同

じように開催できている地域と、蔓延期に老人会等が解散してしまうなどして地域活動が停滞
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したまま、その後再開ができずに、開催が思うようにできていない地域がある。 

（２）地域のネットワーク構築 

 ①地域ケア会議 

  ○地域ケア会議に関する実績（地域包括支援センターの実績を含む） 

年度 R3 R4 R5 

地域ケア会議設置数（か所） 24 24 24 

全体会議（回） 99 100 98 

個別ケア会議（回） 87  94 81 

地域ケア会議を主体とした講演会（回） 4 16 16 

認知症高齢者徘徊模擬訓練（回） 0 3 2 

 

地域ケア会議は、個々の高齢者が抱える地域の課題を検討する「全体会議」と高齢者の

個別具体的な支援策の検討を行う「個別ケア会議」で構成され、いずれも包括及び在支が

事務局を担っている。 

「全体会議」は、町会・自治会会員や民生委員、地区社会福祉協議会会員等の「地域関

係者」と医療関係者や介護サービス事業者、地区担当保健師等の「専門職」が構成員となり、

その地区の地域課題を話し合い、解決に向けた取り組み（地域づくり）について検討していくも

のである。（年４～６回の開催） 

「個別ケア会議」は、支援対象者に直接関係がある者が集まり、支援者それぞれがもつ情

報を共有し、問題を整理のうえ、支援方策について検討していくものである。（随時の開催） 

令和５年度における全体会議は、各地区４～６回の開催ができており、コロナ前と同様に開

催できている。令和４年度は書面会議による開催も一部あったが、令和５年度はすべて集合

形式で行われた。会議当日にスムーズに意見交換が進むよう事前打ち合わせを行ったり、

他地区の地域ケア会議に出席して知見を深めるなど、より良い地域ケア会議とするための取

り組みを行っている。 

個別ケア会議については、地区により開催数にばらつきがある。会議の開催にあたっては、

民生委員や地域の居宅介護支援事業所からの相談で、地域で見守るべき対象者の情報共

有をはかる等の目的で開催している。また個別会議のケースを積み上げることで、その地区

の課題を把握するという目的もある。開催数が少なかった地区については、ケアマネジャーや

事業者と役割分担を行うことで支援の方向性が定まったため、個別ケア会議を開催するまで

に至らなかったというケースもあった。 

 

  ②民生委員との連携 

民生委員は、包括及び在支の相談協力員として位置付けており、ケース支援において日

頃から密接な連携を図っている。 

新興住宅地か古くからの住民が暮らす地域か、マンションか一戸建てか、など、その地域

の特性により、それぞれの民生委員活動の様子は異なるようであるが、いずれの地域も民生

委員の相談協力員としての役割は非常に大きく、地域で発生している問題を把握するために

は、民生委員からの情報提供が不可欠である。 
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原則として、在支は地区民生委員協議会（以下「地区民協」という。）の定例会に毎回参

加することとしているほか、地域で開催されているサロンやオレンジカフェ、地区のお祭りなど

の行事等に参加している在支もあり、その中で在支の活動の周知を図るとともに、会議の前

後で情報交換することや相談を受けること等を通じて、連携体制の構築に努めている。令和

５年度は、地域の行事等がコロナ前と同じように開催できた地区が多く、民生委員や町会・自

治会の役員と地域で顔を合わせる機会が増えた様子がうかがえる。しかし、コロナ禍における

民生委員の改選により、民生委員同士の連携に不安を感じる部分もあることから、在支として

は特別な行事がない時においても地域の集まりに顔を出したりと、普段から相談しやすい関

係づくりに努めている。 

今後も、地域の状況を把握するにあたっては民生委員との連携が非常に重要であり、引き

続き地区民協や地域ケア会議にて交流を図っていきたいところである。加えて、地域の老人

会や町会などが開催する集まり等に定期的に顔を出し、在支の存在を知ってもらうことで、多

方面につながりができ、より地域のことを把握し、在支が地域の一員として多くの人に認識・信

頼してもらえると考える。 

 

（３）地域包括支援センターの協働機関 

在支の専従・常勤職員は、包括のスタッフとして位置づけており、密接な連携を図ることが

期待される。 

包括の強みは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種がおり、チームアプ

ローチが可能であること、在支の強みは、地域の身近な相談窓口として、地域活動で得た地

域とのネットワークを有していることである。 

包括と在支は定期的に会議等の機会をもうけて連絡を密にしており、在支が対応しきれない

虐待や成年後見が絡む困難な事例と判断した場合に速やかに包括へ相談したり、普段の対

応方法などについても、疑問や不安があった場合にはこまめに相談するなど、連携を取り合っ

て業務を行っている。また、包括が対応している件で頻繁に見守りが必要な場合に同行訪問

をおこなったり、在支職員単独での訪問が適さない場合に包括職員が同行したりと、各地区

において、スムーズな対応が出来ている様子である。 

今後も、８０５０問題、精神疾患の罹患者や生活困窮者等、複雑な問題が絡み合う事例

などにおいては特に、複数の者で対応することが望ましいため、包括と在支それぞれの強み

を生かしながら地域の高齢者支援を行っていくことが求められる。 

 

 

３．今後の対応について 

 

〇地域での担い手不足について 

    在支が地域での活動をおこなうにあたって、町会・自治会、民生委員、地区社会協議会と

の連携は重要である。地区の状況を把握したり、関係者間での話し合いをスムーズに進めて

いく上で、地域を拠点として活動している方々との日頃から顔が見える関係を築くことが必要

であり、そのために積極的に地域に出ている。 
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    しかし、高齢化等の影響を受けてか、民生委員に欠員が生じたり、新興住宅地では自治会

に入らない世帯があることが地域でも話題に上がるなど、地域での協力者が今後どのような

状況となるか懸念がある。 

    在宅介護支援センターとしては、これまで同様、定例的な地域の集まりに参加し地道に顔

を広げるとともに、認知症サポーター養成講座を通じた小中学校とのかかわりや、地域の行

事への参加を通じて様々な立場の方々と関わる中で、地域のネットワークを作っていく必要

がある。 

 

    

 

以上 


